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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】安全面等の問題を配慮しながら、情報機器の遠
隔操作を行うことを可能とする情報機器、制御システム
及び制御方法を提供する。
【解決手段】情報機器３００に対して直接的に操作を入
力する操作装置５００Ａ、狭域ネットワーク７０に接続
された操作装置５００Ｂ、広域ネットワーク６０に接続
された操作装置５００Ｃ、サーバ６００が設けられいる
。広域ネットワーク６０に接続された操作装置５００Ｃ
から、情報機器３００に対する操作指示を受け付けるサ
ーバ６００で、ＨＥＭＳ２００からサーバ６００に対し
て定期的に実行される問合せに応じて、操作装置５００
Ｃから受け付ける操作指示をＨＥＭＳ２００に送信する
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報機器を制御する制御装置であって、
　前記情報機器に対して、前記情報機器に対する操作指示を送信する送信部を備え、
　前記送信部は、
　　前記操作指示が広域ネットワークを経由した指示に基づいている場合に、その旨を示
す第１識別情報を含む前記操作指示を送信し、
　　前記操作指示が前記広域ネットワークを経由した指示に基づいていない場合に、その
旨を示す第２識別情報を含む前記操作指示又は前記第２識別情報を含まない前記操作指示
を送信する、制御装置。
【請求項２】
　前記判定部は、前記操作指示が前記広域ネットワークを経由した指示に基づいている場
合に、前記操作指示が需要家外操作であると判定し、前記操作指示が前記広域ネットワー
クを経由した指示に基づいていない場合に、前記操作指示が需要家内操作であると判定す
る、請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記需要家内操作は、需要家に設けられた狭域ネットワークに接続された操作装置から
の指示に基づいた前記操作指示であり、
　前記需要家外操作は、前記広域ネットワークに接続された操作装置からの指示に基づい
た前記操作指示である、請求項１又は請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　情報機器であって、
　前記情報機器に対する操作指示を制御装置から受信する受信部を備え、
　前記受信部は、
　　前記操作指示が広域ネットワークを経由した指示に基づいている場合に、その旨を示
す第１識別情報を含む前記操作指示を受信し、
　　前記操作指示が前記広域ネットワークを経由した指示に基づいていない場合に、その
旨を示す第２識別情報を含む前記操作指示又は前記第２識別情報を含まない前記操作指示
を受信する、情報機器。
【請求項５】
　情報機器と、前記情報機器を制御する制御装置とを備える制御システムであって、
　前記制御装置は、前記情報機器に対して、前記情報機器に対する操作指示を送信する送
信部を備え、
　前記送信部は、
　　前記操作指示が広域ネットワークを経由した指示に基づいている場合に、その旨を示
す第１識別情報を含む前記操作指示を送信し、
　　前記操作指示が前記広域ネットワークを経由した指示に基づいていない場合に、その
旨を示す第２識別情報を含む前記操作指示又は前記第２識別情報を含まない前記操作指示
を送信する、制御システム。
【請求項６】
　制御装置から情報機器に対して、前記情報機器に対する操作指示を送信するステップＡ
を備え、
　前記ステップＡは、
　　前記操作指示が広域ネットワークを経由した指示に基づいている場合に、その旨を示
す第１識別情報を含む前記操作指示を送信するステップと、
　　前記操作指示が前記広域ネットワークを経由した指示に基づいていない場合に、その
旨を示す第２識別情報を含む前記操作指示又は前記第２識別情報を含まない前記操作指示
を送信するステップとを含む、制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、需要家に設けられる情報機器を制御するための制御装置、制御システム及び
制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数の情報機器を制御する制御システム（ＥＭＳ：Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）が注目を浴びている（例えば、特許文献１）。このような制御
システムでは、複数の情報機器を制御する制御装置が設けられる。
【０００３】
　制御装置としては、住宅に設けられるＨＥＭＳ（ＨＯＭＥ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ビルに設けられるＢＥＭＳ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｅｎｅｒ
ｇｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）、工場に設けられるＦＥＭＳ（Ｆａｃｔｏ
ｒｙ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）、店舗にＳＥＭＳ（Ｓｔｏ
ｒｅ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）等が挙げられる。
【０００４】
　複数の情報機器としては、分散電源、蓄電装置及び蓄熱装置、負荷が挙げられる。分散
電源は、太陽電池などのように、太陽光、風力、地熱などの自然エネルギーを利用して電
力を生成する装置である。或いは、分散電源は、ＳＯＦＣ（Ｓｏｌｉｄ　Ｏｘｉｄｅ　Ｆ
ｕｅｌ　Ｃｅｌｌ）などの燃料電池のように、燃料ガスを利用して電力を生成する装置で
ある。蓄電装置は、二次電池などのように、電力を蓄積する装置である。蓄熱装置は、給
湯器などのように、電力を熱に変換して、熱を蓄積する装置である。負荷は、冷蔵庫、照
明、エアコン、テレビなどである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１２８８１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、スマートフォン等の操作装置の普及に伴って、情報機器が設けられる需要家
（住宅、ビル、工場、店舗など）の外部から、情報機器の遠隔操作を操作装置によって行
いたいというニーズが存在する。しかしながら、このような遠隔操作の取り扱いにおいて
、安全面等の問題を配慮する必要がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、安全面等の問
題を配慮しながら、情報機器の遠隔操作を行うことを可能とする制御装置、制御システム
及び制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の特徴に係る制御装置は、需要家内に設けられる情報機器を制御する。制御装置は
、前記情報機器に対して、前記情報機器に対する操作指示を送信する送信部と、前記操作
指示の経路種別を判定する判定部を備える。前記判定部は、前記操作指示が前記需要家外
に設けられるサーバを経由するか否かにより、前記経路種別を判定する。
【０００９】
　第１の特徴において、前記判定部は、前記操作指示が前記サーバを経由しない場合に、
前記経路種別が需要家内操作であると判定し、前記サーバを前記操作指示が経由する場合
に、前記経路種別が需要家外操作であると判定する。
【００１０】
　第１の特徴において、前記需要家内操作は、前記需要家に設けられた狭域ネットワーク
に接続された操作装置からの前記情報機器に対する操作であり、前記需要家外操作は、前
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記狭域ネットワークとは異なる広域ネットワークに接続された操作装置からの前記情報機
器に対する操作である。
【００１１】
　第１の特徴において、前記送信部は、前記経路種別が前記需要家内操作である場合に、
第１フォーマットで前記操作指示を送信し、前記経路種別が前記需要家外操作である場合
に、前記第１フォーマットとは異なる第２フォーマットで前記操作指示を送信する。
【００１２】
　第２の特徴に係る制御装置は、需要家内に設けられる情報機器を制御する。制御装置は
、前記情報機器に対して、前記情報機器に対する操作指示を送信する送信部を備える。前
記送信部は、前記操作指示が前記需要家外に設けられるサーバを経由するか否かにより、
それぞれ異なるフォーマットで前記操作指示を送信する。
【００１３】
　第３の特徴に係る制御装置は、需要家内に設けられる情報機器を制御する。制御装置は
、前記情報機器に対して、前記情報機器に対する操作指示を送信する送信部を備える。前
記送信部は、前記操作指示が広域ネットワークを経由した指示に基づいているか否かによ
り、それぞれ異なるフォーマットで前記操作指示を送信する。
【００１４】
　第４の特徴に係る制御システムは、需要家内に設けられる情報機器と、前記情報機器を
制御する制御装置とを備える。前記制御装置は、前記情報機器に対して、前記情報機器に
対する操作指示を送信する送信部と、前記操作指示の経路種別を判定する判定部を備える
。前記判定部は、前記操作指示が前記需要家外に設けられるサーバを経由するか否かによ
り、前記経路種別を判定する。
【００１５】
　第５の特徴に係る制御方法は、需要家内に設けられる情報機器と前記情報機器を制御す
る制御装置とを備える制御システムで用いる。制御方法は、前記制御装置から前記情報機
器に対して、前記情報機器に対する操作指示を送信するステップＡと、前記制御装置にお
いて、前記操作指示の経路種別を判定するステップＢとを備える。前記ステップＢは、前
記操作指示が前記需要家外に設けられるサーバを経由するか否かにより、前記経路種別を
判定するステップを含む。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、安全面等の問題を配慮しながら、情報機器の遠隔操作を行うことを可
能とする制御装置、制御システム及び制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、第１実施形態に係るエネルギー管理システム１００を示す図である。
【図２】図２は、第１実施形態に係る需要家１０を示す図である。
【図３】図３は、第１実施形態に係る適用シーンを示す図である。
【図４】図４は、第１実施形態に係るＨＥＭＳ２００を示す図である。
【図５】図５は、第１実施形態に係る情報機器３００を示す図である。
【図６】図６は、第１実施形態に係るメッセージフォーマットの一例を示す図である。
【図７】図７は、第１実施形態に係るメッセージフォーマットの一例を示す図である。
【図８】図８は、第１実施形態に係るメッセージフォーマットの一例を示す図である。
【図９】図９は、第１実施形態に係るメッセージフォーマットの一例を示す図である。
【図１０】図１０は、第１実施形態に係るメッセージフォーマットの一例を示す図である
。
【図１１】図１１は、第１実施形態に係る制御方法を示すシーケンス図である。
【図１２】図１２は、第１実施形態に係る制御方法を示すシーケンス図である。
【図１３】図１３は、第１実施形態に係る制御方法を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　以下において、本発明の実施形態に係る制御システム及び制御方法について、図面を参
照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一
又は類似の符号を付している。
【００１９】
　ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに
留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである
。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていること
は勿論である。
【００２０】
　［実施形態の概要］
　実施形態に係る制御装置は、需要家内に設けられる情報機器を制御する。制御装置は、
前記情報機器に対して、前記情報機器に対する操作指示を送信する送信部と、前記操作指
示の経路種別を判定する判定部を備える。前記判定部は、前記操作指示が前記需要家外に
設けられるサーバを経由するか否かにより、前記経路種別を判定する。
【００２１】
　実施形態では、制御装置は、操作指示が需要家外に設けられるサーバを経由するか否か
により、操作指示の経路種別を判定する。これによって、制御装置は、情報機器に対する
操作指示がどのような経路で行われたのかを把握して、情報機器を制御することが可能で
ある。従って、安全面等の問題を配慮しながら、情報機器の遠隔操作を行うことができる
。
【００２２】
　［第１実施形態］
　（エネルギー管理システム）
　以下において、第１実施形態に係るエネルギー管理システムについて説明する。図１は
、第１実施形態に係るエネルギー管理システム１００を示す図である。
【００２３】
　図１に示すように、エネルギー管理システム１００は、需要家１０と、ＣＥＭＳ２０と
、変電所３０と、スマートサーバ４０と、発電所５０とを有する。需要家１０、ＣＥＭＳ
２０、変電所３０及びスマートサーバ４０は、広域ネットワーク６０によって接続されて
いる。
【００２４】
　需要家１０は、分散電源、蓄電装置、蓄熱装置及び負荷の少なくともいずれか１つを有
する需要家の一例である。分散電源、蓄電装置、蓄熱装置及び負荷は、制御装置によって
制御される情報機器の一例である。
【００２５】
　分散電源は、例えば、太陽電池などのように、太陽光、風力、地熱などの自然エネルギ
ーを利用して電力を生成する装置である。或いは、分散電源は、例えば、燃料電池のよう
に、燃料ガスを利用して電力を生成する装置である。蓄電装置は、例えば、二次電池など
のように、電力を蓄積する装置である。蓄熱装置は、例えば、給湯器などのように、電力
を熱に変換して、熱を蓄積する装置である。負荷は、冷蔵庫、照明、エアコン、テレビな
どである。
【００２６】
　需要家１０は、例えば、一戸建ての住宅であってもよく、マンションなどの集合住宅で
あってもよく、ビルなどの商用施設であってもよく、工場であってもよく、店舗であって
もよい。
【００２７】
　第１実施形態では、複数の需要家１０によって、需要家群１０Ａ及び需要家群１０Ｂが
構成されている。需要家群１０Ａ及び需要家群１０Ｂは、例えば、地理的な地域によって
分類される。
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【００２８】
　ＣＥＭＳ２０は、複数の需要家１０と電力系統との間の連系を制御する。ＣＥＭＳ２０
は、複数の需要家１０を管理するため、ＣＥＭＳ（Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）と称されることもある。具体的には、ＣＥＭＳ２０は
、停電時などにおいて、複数の需要家１０と電力系統との間を解列する。一方で、ＣＥＭ
Ｓ２０は、復電時などにおいて、複数の需要家１０と電力系統との間を連系する。
【００２９】
　第１実施形態では、ＣＥＭＳ２０Ａ及びＣＥＭＳ２０Ｂが設けられている。ＣＥＭＳ２
０Ａは、例えば、需要家群１０Ａに含まれる需要家１０と電力系統との間の連系を制御す
る。ＣＥＭＳ２０Ｂは、例えば、需要家群１０Ｂに含まれる需要家１０と電力系統との間
の連系を制御する。
【００３０】
　変電所３０は、複数の需要家１０に対して、配電線３１を介して電力を供給する。具体
的には、変電所３０は、発電所５０から供給される電圧を降圧する。
【００３１】
　第１実施形態では、変電所３０Ａ及び変電所３０Ｂが設けられている。変電所３０Ａは
、例えば、需要家群１０Ａに含まれる需要家１０に対して、配電線３１Ａを介して電力を
供給する。変電所３０Ｂは、例えば、需要家群１０Ｂに含まれる需要家１０に対して、配
電線３１Ｂを介して電力を供給する。
【００３２】
　スマートサーバ４０は、複数のＣＥＭＳ２０（ここでは、ＣＥＭＳ２０Ａ及びＣＥＭＳ
２０Ｂ）を管理する。スマートサーバ４０は、複数の変電所３０（ここでは、変電所３０
Ａ及び変電所３０Ｂ）を管理する。言い換えると、スマートサーバ４０は、需要家群１０
Ａ及び需要家群１０Ｂに含まれる需要家１０を統括的に管理する。スマートサーバ４０は
、例えば、需要家群１０Ａに供給すべき電力と需要家群１０Ｂに供給すべき電力とのバラ
ンスを取る機能を有する。
【００３３】
　発電所５０は、火力、風力、水力、原子力などによって発電を行う。発電所５０は、複
数の変電所３０（ここでは、変電所３０Ａ及び変電所３０Ｂ）に対して、送電線５１を介
して電力を供給する。
【００３４】
　広域ネットワーク６０は、信号線を介して各装置に接続される。広域ネットワーク６０
は、例えば、インターネット、携帯電話網などである。
【００３５】
　（需要家）
　以下において、第１実施形態に係る需要家について説明する。図２は、第１実施形態に
係る需要家１０の詳細を示す図である。
【００３６】
　図２に示すように、需要家１０は、分電盤１１０と、負荷１２０と、ＰＶユニット１３
０と、蓄電池ユニット１４０と、燃料電池ユニット１５０と、貯湯ユニット１６０と、Ｈ
ＥＭＳ２００とを有する。
【００３７】
　分電盤１１０は、配電線３１（系統）に接続されている。分電盤１１０は、電力線を介
して、負荷１２０、ＰＶユニット１３０、蓄電池ユニット１４０及び燃料電池ユニット１
５０に接続されている。
【００３８】
　分電盤１１０は、配電線３１（系統）から供給される電力を計測する計測部を有してい
てもよい。計測部は、負荷１２０の消費電力を計測してもよい。
【００３９】
　負荷１２０は、電力線を介して供給される電力を消費する装置である。例えば、負荷１
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２０は、冷蔵庫、照明、エアコン、テレビなどの装置を含む。負荷１２０は、単数の装置
であってもよく、複数の装置を含んでもよい。
【００４０】
　ＰＶユニット１３０は、ＰＶ１３１と、ＰＣＳ１３２とを有する。ＰＶ１３１は、分散
電源の一例であり、太陽光の受光に応じて発電を行う装置である。ＰＶ１３１は、発電さ
れたＤＣ電力を出力する。ＰＶ１３１の発電量は、ＰＶ１３１に照射される日射量に応じ
て変化する。ＰＣＳ１３２は、ＰＶ１３１から出力されたＤＣ電力をＡＣ電力に変換する
装置（Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）である。ＰＣＳ１３２は
、電力線を介してＡＣ電力を分電盤１１０に出力する。
【００４１】
　ＰＶユニット１３０は、ＰＶ１３１に照射される日射量を測定する日射計を有していて
もよい。
【００４２】
　ＰＶユニット１３０は、ＭＰＰＴ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ　Ｔｒａ
ｃｋｉｎｇ）法によって制御される。詳細には、ＰＶユニット１３０は、ＰＶ１３１の動
作点（動作点電圧値及び電力値によって定まる点、又は、動作点電圧値と電流値とによっ
て定まる点）を最適化する。
【００４３】
　蓄電池ユニット１４０は、蓄電池１４１と、ＰＣＳ１４２とを有する。蓄電池１４１は
、電力を蓄積する装置である。ＰＣＳ１４２は、蓄電池１４１から出力されたＤＣ電力を
ＡＣ電力に変換する装置（Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）であ
る。
【００４４】
　燃料電池ユニット１５０は、燃料電池１５１と、ＰＣＳ１５２とを有する。燃料電池１
５１は、分散電源の一例であり、燃料ガスを利用して電力を生成する装置である。ＰＣＳ
１５２は、燃料電池１５１から出力されたＤＣ電力をＡＣ電力に変換する装置（Ｐｏｗｅ
ｒ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）である。
【００４５】
　燃料電池ユニット１５０は、負荷追従制御によって動作する。詳細には、燃料電池ユニ
ット１５０は、燃料電池１５１から出力される電力が負荷１２０の消費電力に追従するよ
うに燃料電池１５１を制御する。
【００４６】
　貯湯ユニット１６０は、電力を熱に変換して、熱を蓄積する蓄熱装置の一例である。具
体的には、貯湯ユニット１６０は、貯湯槽を有しており、燃料電池１５１の運転（発電）
によって生じる排熱によって、貯湯槽から供給される水を温める。詳細には、貯湯ユニッ
ト１６０は、貯湯槽から供給される水を温めて、温められた湯を貯湯槽に還流する。
【００４７】
　ＨＥＭＳ２００は、需要家１０に設けられた情報機器（負荷、分散電源、蓄電装置又は
蓄熱装置）を管理する制御装置である。
【００４８】
　第１実施形態では、ＨＥＭＳ２００は、負荷１２０、ＰＶユニット１３０、蓄電池ユニ
ット１４０、燃料電池ユニット１５０及び貯湯ユニット１６０に信号線を介して接続され
ており、負荷１２０、ＰＶユニット１３０、蓄電池ユニット１４０、燃料電池ユニット１
５０及び貯湯ユニット１６０を制御する。ＨＥＭＳ２００は、負荷１２０の動作モードを
制御することによって、負荷１２０の消費電力を制御してもよい。ＨＥＭＳ２００と情報
機器とを接続する信号線は、無線であってもよく、有線であってもよい。
【００４９】
　ＨＥＭＳ２００は、広域ネットワーク６０を介して各種サーバと接続される。各種サー
バは、例えば、系統から供給される電力の購入単価、系統から供給される電力の売却単価
、燃料ガスの購入単価などの情報（以下、エネルギー料金情報）を格納する。
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【００５０】
　或いは、各種サーバは、例えば、負荷１２０の消費電力を予測するための情報（以下、
消費エネルギー予測情報）を格納する。消費エネルギー予測情報は、例えば、過去の負荷
１２０の消費電力の実績値に基づいて生成されてもよい。或いは、消費エネルギー予測情
報は、負荷１２０の消費電力のモデルであってもよい。
【００５１】
　或いは、各種サーバは、例えば、ＰＶ１３１の発電量を予測するための情報（以下、Ｐ
Ｖ発電量予測情報）を格納する。ＰＶ発電予測情報は、ＰＶ１３１に照射される日射量の
予測値であってもよい。或いは、ＰＶ発電予測情報は、天気予報、季節、日照時間などで
あってもよい。
【００５２】
　（適用シーン）
　以下において、第１実施形態の適用シーンについて説明する。図３は、第１実施形態の
適用シーンを示す図である。
【００５３】
　図３に示すように、第１実施形態の適用シーンに係るシステムは、ＨＥＭＳ２００、情
報機器３００、ルータ４００、操作装置５００及びサーバ６００を有する。
【００５４】
　ＨＥＭＳ２００は、需要家１０に設けられる情報機器３００を管理する制御装置の一例
である。ＨＥＭＳ２００は、有線又は無線によってルータ４００と接続されており、ルー
タ４００を経由して、情報機器３００、操作装置５００及びサーバ６００と通信を行う。
【００５５】
　情報機器３００は、負荷１２０、ＰＶユニット１３０、蓄電池ユニット１４０、燃料電
池ユニット１５０、貯湯ユニット１６０などのように、ＨＥＭＳ２００によって制御され
る。
【００５６】
　ルータ４００は、需要家１０に設けられた狭域ネットワーク７０を構成する。ルータ４
００は、狭域ネットワーク７０として、無線ＬＡＮを構成してもよく、有線ＬＡＮを構成
してもよい。図３では、ＨＥＭＳ２００とルータ４００との間が有線で接続されており、
情報機器３００及び操作装置５００とルータ４００との間が無線で接続されるケースが例
示されている。但し、ＨＥＭＳ２００とルータ４００との間が無線で接続されてもよく、
情報機器３００及び操作装置５００とルータ４００との間が有線で接続されてもよい。
【００５７】
　操作装置５００は、情報機器３００に対する操作指示を送信する操作装置である。操作
装置５００は、ルータ４００又はＨＥＭＳ２００を経由せずに、情報機器３００に対して
直接的に操作を入力する操作装置（例えば、リモートコントローラ、或いは、情報機器３
００に設けられる操作ボタン）であってもよい。或いは、操作装置５００は、狭域ネット
ワーク７０に接続された操作装置（例えば、ルータ４００に無線で接続された携帯端末、
或いは、ルータ４００に有線で接続されたパーソナルコンピュータ）であってもよい。狭
域ネットワーク７０に接続された操作装置は、ルータ４００及びＨＥＭＳ２００を経由し
て、情報機器３００に対して間接的に操作を入力する。或いは、操作装置５００は、狭域
ネットワーク７０とは異なる広域ネットワーク６０に接続された操作装置（例えば、サー
バ６００にアクセス可能な携帯端末、或いは、サーバ６００にアクセス可能なパーソナル
コンピュータ）であってもよい。広域ネットワーク６０に接続された操作装置は、ユーザ
が所持する装置に限定されるものではなく、広域ネットワーク６０上に設けられるサーバ
（例えば、電力会社が管理するサーバ）であってもよい。このようなサーバから送信され
る操作指示としては、デマンドレスポンス等が考えられる。
【００５８】
　図３においては、操作装置５００として、情報機器３００に対して直接的に操作を入力
する操作装置５００Ａ、狭域ネットワーク７０に接続された操作装置５００Ｂ、広域ネッ
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トワーク６０に接続された操作装置５００Ｃが例示されている。操作指示がデマンドレス
ポンス等である場合には、操作装置５００Ｃをサーバ６００と同一視してもよいことに留
意すべきである。例えば、サーバ６００が上述したスマートサーバ４０であり、スマート
サーバ４０から発行されるデマンドレスポンスが操作指示であってもよい。
【００５９】
　サーバ６００は、広域ネットワーク６０上に設けられており、広域ネットワーク６０に
接続された操作装置５００Ｃから、情報機器３００に対する操作指示を受け付けるサーバ
である。但し、操作装置５００Ｃがサーバ６００に常時接続されているとは限らないこと
に留意すべきである。
【００６０】
　ここで、セキュリティの観点から、需要家１０に設けられる狭域ネットワーク７０に接
続されたＨＥＭＳ２００とサーバ６００とのセッションが常に維持されることは好ましく
ない。一般的には、狭域ネットワーク７０に接続された装置を保護するために、広域ネッ
トワーク６０と狭域ネットワーク７０との間にファイアウォールが設けられる。従って、
サーバ６００からＨＥＭＳ２００に対するアクセスを任意に行うことはできない。このよ
うな観点から、サーバ６００は、ＨＥＭＳ２００からサーバ６００に対して定期的に実行
される問合せに応じて、操作装置５００Ｃから受け付ける操作指示をＨＥＭＳ２００に送
信することが好ましい。
【００６１】
　但し、実施形態は、これに限定されるものではない。例えば、ファイアウォールに対し
て意図的にポート解放等を行わせることによって、サーバ６００からＨＥＭＳ２００に対
して、操作装置５００Ｃから受け付ける操作指示を任意のタイミングで送信してもよい。
【００６２】
　（制御装置）
　以下において、第１実施形態に係る制御装置について説明する。図４は、第１実施形態
に係るＨＥＭＳ２００について説明する。
【００６３】
　図４に示すように、ＨＥＭＳ２００は、受信部２１０と、送信部２２０と、制御部２３
０とを有する。
【００６４】
　受信部２１０は、信号線（無線又は有線）を介して接続された装置から各種信号を受信
する。例えば、受信部２１０は、ＰＶ１３１の発電量を示す情報をＰＶユニット１３０か
ら受信する。受信部２１０は、蓄電池１４１の蓄電量を示す情報を蓄電池ユニット１４０
から受信する。受信部２１０は、燃料電池１５１の発電量を示す情報を燃料電池ユニット
１５０から受信する。受信部２１０は、貯湯ユニット１６０の貯湯量を示す情報を貯湯ユ
ニット１６０から受信する。
【００６５】
　ＨＥＭＳ２００と情報機器３００との間の通信がＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式で行わ
れる場合には、受信部２１０は、ＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式に準拠するメッセージ（
ＳＥＴ応答コマンド、ＧＥＴ応答コマンド、ＩＮＦＯコマンド）を各装置から受信する。
ＳＥＴ応答コマンドは、情報機器３００に対する操作指示を含む設定コマンド（ＳＥＴコ
マンド）に対する応答コマンドであり、設定結果を示す設定応答を含む（後述する図８を
参照）。ＧＥＴ応答コマンドは、情報機器３００の状態を示す情報の送信を要求する要求
コマンド（ＧＥＴコマンド）に対する応答コマンドであり、要求された情報（要求応答）
を含む（後述する図９を参照）。ＩＮＦＯコマンドは、ＨＥＭＳ２００から情報機器３０
０に対するコマンドに依存せずに、情報機器３００から自律的に送信されるコマンドであ
り、情報機器３００の状態を示す状態情報を含む（後述する図１０を参照）。
【００６６】
　ここで、受信部２１０は、エネルギー料金情報、消費エネルギー予測情報及びＰＶ発電
量予測情報を、広域ネットワーク６０を介して各種サーバから受信してもよい。但し、エ
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ネルギー料金情報、消費エネルギー予測情報及びＰＶ発電量予測情報は、予めＨＥＭＳ２
００に記憶されていてもよい。
【００６７】
　第１実施形態において、受信部２１０は、操作指示（需要家内操作）を操作装置５００
Ｂから受信する。受信部２１０は、操作装置５００Ｃから受け付ける操作指示（需要家外
操作）をサーバ６００から受信する。
【００６８】
　送信部２２０は、信号線を介して接続された装置に各種信号を送信する。例えば、送信
部２２０は、負荷１２０、ＰＶユニット１３０、蓄電池ユニット１４０、燃料電池ユニッ
ト１５０及び貯湯ユニット１６０を制御するための信号を各装置に送信する。
【００６９】
　ＨＥＭＳ２００と情報機器３００との間の通信がＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式で行わ
れる場合には、送信部２２０は、ＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式に準拠するメッセージ（
ＳＥＴコマンド、ＧＥＴコマンド）を各装置に送信する。ＳＥＴコマンドは、情報機器３
００に対する操作指示を含む設定コマンドである（後述する図６又は図７を参照）。ＧＥ
Ｔコマンドは、情報機器３００の状態を示す情報の送信を要求する要求コマンドである。
【００７０】
　第１実施形態において、送信部２２０は、操作装置５００Ｃから受け付ける操作指示の
問合せをサーバ６００に送信する。
【００７１】
　第１実施形態では、送信部２２０は、情報機器３００に対して、情報機器３００に対す
る操作指示を送信する送信部を構成する。情報機器３００に対する操作指示の経路種別は
、狭域ネットワーク７０に接続された操作装置５００Ｂから情報機器３００に対して操作
を入力する需要家内操作、広域ネットワーク６０に接続された操作装置５００Ｃから情報
機器３００に対して操作を入力する需要家外操作を含む。
【００７２】
　ここで、送信部２２０は、経路種別が需要家内操作である場合に、第１フォーマットで
操作指示を送信する。一方で、送信部２２０は、経路種別が需要家外操作である場合に、
第１フォーマットとは異なる第２フォーマットで操作指示を送信する。
【００７３】
　ＨＥＭＳ２００と情報機器３００との間の通信がＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式で行わ
れる場合には、図６に示すように、第１フォーマットの操作指示としては、ＥＣＨＯＮＥ
Ｔ　Ｌｉｔｅ方式における既存のメッセージ（ＳＥＴコマンド）を用いることができる。
一方で、第２フォーマットの操作指示としては、ＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式における
既存のメッセージとは別に新たに定義されるメッセージ（特別なＳＥＴコマンド）である
。例えば、ＳＥＴコマンド（第２フォーマット）は、経路種別が需要家外操作であること
を示す操作経路特定情報を含む。図６に示す例において、ＳＥＴコマンド（第１フォーマ
ット）は、操作経路特定情報を含まない既存のメッセージである。
【００７４】
　或いは、図７に示すように、第１フォーマット及び第２フォーマットは、経路種別を示
す操作経路特定情報（例えば、１ｂｉｔフラグ）によって区別されてもよい。ＳＥＴコマ
ンド（第１フォーマット）は、経路種別が需要家内操作であることを示す操作経路特定情
報を含み、ＳＥＴコマンド（第２フォーマット）は、経路種別が需要家外操作であること
を示す操作経路特定情報を含む。
【００７５】
　図５に戻って、制御部２３０は、ＨＥＭＳ２００の動作を制御する。制御部２３０は、
負荷１２０、ＰＶユニット１３０、蓄電池ユニット１４０、燃料電池ユニット１５０及び
貯湯ユニット１６０を制御する。
【００７６】
　第１実施形態において、制御部２３０は、情報機器３００に対する操作指示の経路種別
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を判定する判定部を構成する。詳細には、制御部２３０は、広域ネットワーク６０上に設
けられるサーバ６００を操作指示が経由しない場合に、経路種別が需要家内操作であると
判定する。一方で、制御部２３０は、広域ネットワーク６０上に設けられるサーバ６００
を操作指示が経由する場合に、経路種別が需要家外操作であると判定する。
【００７７】
　上述したように、経路種別が需要家内操作である場合には、操作装置５００ＢからＨＥ
ＭＳ２００に対してルータ４００を経由して操作指示が送信される。従って、制御部２３
０は、操作指示の送信元ＩＰアドレスを確認すれば、サーバ６００を操作指示が経由して
いないと判定することができる。一方で、経路種別が需要家外操作である場合には、操作
装置５００Ｃからサーバ６００が受け付けた操作指示がサーバ６００からＨＥＭＳ２００
に送信される。従って、制御部２３０は、操作指示の送信元ＩＰアドレスを確認すれば、
サーバ６００を操作指示が経由していると判定することができる。
【００７８】
　つまり、制御部２３０は、操作指示が広域ネットワーク６０を経由した指示に基づいて
いるか否かにより、操作指示の経路種別を判定しているとも考えられる。制御部２３０は
、操作指示が広域ネットワーク６０を経由した指示に基づいている場合には、経路種別が
需要家外操作であると判定し、操作指示が広域ネットワーク６０を経由した指示に基づい
ていない場合には、経路種別が需要家内操作であると判定する。
【００７９】
　ここで、広域ネットワーク６０を経由した指示は、操作装置５００Ｃから直接的にＨＥ
ＭＳ２００に送信される指示であってもよく、操作装置５００Ｃからサーバ６００を経由
してＨＥＭＳ２００に送信される指示であってもよい。或いは、広域ネットワーク６０を
経由した指示は、上述したスマートサーバ４０からＨＥＭＳ２００に送信される指示であ
ってもよい。制御部２３０は、広域ネットワーク６０を経由した指示に応じて、適切な操
作指示を情報機器３００に送信することは勿論である。
【００８０】
　上述したように、送信部２２０は、経路種別が需要家内操作である場合に、第１フォー
マットで操作指示を送信し、経路種別が需要家外操作である場合に、第２フォーマットで
操作指示を送信する。上述した制御部２３０の判定方法を考慮すると、送信部２２０は、
操作指示が需要家１０外に設けられるサーバ６００を経由するか否かにより、それぞれ異
なるフォーマットで操作指示を送信すると考えてもよい。或いは、送信部２２０は、操作
指示が広域ネットワーク６０を経由した指示に基づいているか否かにより、それぞれ異な
るフォーマットで操作指示を送信すると考えてもよい。
【００８１】
　（情報機器）
　以下において、第１実施形態に係る情報機器について説明する。図５は、第１実施形態
に係る情報機器３００について説明する。
【００８２】
　図５に示すように、情報機器３００は、受信部３１０と、送信部３２０と、格納部３３
０と、制御部３４０とを有する。
【００８３】
　受信部３１０は、信号線（無線又は有線）を介して接続された装置から各種信号を受信
する。具体的には、受信部３１０は、操作装置５００Ａ、操作装置５００Ｂ及び操作装置
５００Ｃから操作指示を受信する。
【００８４】
　ＨＥＭＳ２００と情報機器３００との間の通信がＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式で行わ
れる場合には、受信部３１０は、ＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式に準拠するメッセージ（
ＳＥＴコマンド、ＧＥＴコマンド）をＨＥＭＳ２００から受信する。
【００８５】
　第１実施形態において、受信部３１０は、経路種別が需要家内操作である場合に、第１
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フォーマットの操作指示をＨＥＭＳ２００から受信する。一方で、受信部３１０は、経路
種別が需要家外操作である場合に、第１フォーマットとは異なる第２フォーマットの操作
指示をＨＥＭＳ２００から受信する。
【００８６】
　送信部３２０は、信号線（無線又は有線）を介して接続された装置に各種信号を送信す
る。
【００８７】
　ＨＥＭＳ２００と情報機器３００との間の通信がＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式で行わ
れる場合には、送信部３２０は、ＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式に準拠するメッセージ（
ＳＥＴ応答コマンド、ＧＥＴ応答コマンド、ＩＮＦＯコマンド）をＨＥＭＳ２００に送信
する。
【００８８】
　第１実施形態において、送信部３２０は、情報機器に対する操作指示の経路種別を示す
操作指示をＨＥＭＳ２００に通知する通知部を構成する。
【００８９】
　詳細には、送信部３２０は、情報機器３００に対する操作指示を含む設定コマンドの受
信に応じて、設定コマンドに含まれる操作指示の経路種別を示す操作経路識別子をＨＥＭ
Ｓ２００に通知する。例えば、送信部３２０は、図８に示すように、ＳＥＴコマンドの受
信に応じて、ＳＥＴコマンドに含まれる操作指示の経路種別を示す操作経路識別子を含む
ＳＥＴ応答コマンドをＨＥＭＳ２００に送信する。
【００９０】
　或いは、送信部３２０は、情報機器３００の状態を示す情報の送信を要求する要求コマ
ンドの受信に応じて、要求コマンドの受信前に受け付けた操作指示の経路種別を示す操作
経路識別子をＨＥＭＳ２００に通知する。例えば、送信部３２０は、図９に示すように、
ＧＥＴコマンドの受信に応じて、ＧＥＴコマンドの受信前に受け付けた操作指示の経路種
別を示す操作経路識別子を含むＧＥＴ応答コマンドをＨＥＭＳ２００に送信する。すなわ
ち、送信部３２０は、現在の動作がどのような操作経路で指示されたかを示す操作経路識
別子を含むＧＥＴ応答コマンドをＨＥＭＳ２００に送信する。
【００９１】
　或いは、送信部３２０は、格納部３３０に格納された変数が変更された場合に、変更後
の変数を示す操作経路識別子をＨＥＭＳ２００に通知する。例えば、送信部３２０は、図
１０に示すように、変更後の変数を示す操作経路識別子を含むＩＮＦＯコマンドをＨＥＭ
Ｓ２００に送信する。
【００９２】
　格納部３３０は、情報機器３００に対する操作指示の経路種別を示す変数を格納する。
上述したように、情報機器３００に対する操作指示の経路種別を示す変数は、需要家１０
に設けられた狭域ネットワーク７０に接続された操作装置５００Ｂから情報機器３００に
対して操作を入力する需要家内操作を示す変数、狭域ネットワーク７０とは異なる広域ネ
ットワーク６０に接続された操作装置５００Ｃから情報機器３００に対して操作を入力す
る需要家外操作を示す変数を含む。
【００９３】
　さらに、需要家内操作を示す変数は、他の機器（例えば、ＨＥＭＳ２００又はルータ４
００）を経由せずに情報機器３００に対して直接的に操作を入力する直接操作を示す変数
、及び、他の機器（例えば、ＨＥＭＳ２００又はルータ４００）を経由して情報機器３０
０に対して間接的に操作を入力する間接操作を示す変数を含んでもよい。
【００９４】
　直接操作は、情報機器３００に設けられた操作ボタンの操作であってもよく、情報機器
３００に付随するリモートコントローラを用いる操作であってもよい。間接操作は、需要
家１０に設けられる狭域ネットワーク７０に接続された操作装置５００Ｂを用いる操作で
ある。
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【００９５】
　制御部３４０は、情報機器３００の動作を制御する。具体的には、制御部３４０は、操
作指示に応じて、情報機器３００の動作を制御する。
【００９６】
　第１実施形態において、制御部３４０は、操作指示の経路種別を判定する。制御部３４
０は、操作指示を含むメッセージのフォーマットの違いに応じて、需要家内操作及び需要
家外操作を特定することが可能である。また、制御部３４０は、直接操作を特定すること
が可能であるため、直接操作以外の操作を特定することが可能である。これによって、制
御部３４０は、需要家内操作が直接操作であることを特定可能であり、かつ、需要家内操
作が間接操作であることも特定可能である。
【００９７】
　（制御方法）
　以下において、第１実施形態に係る制御方法について説明する。図１１～図１３は、第
１実施形態に係る制御方法を示すシーケンス図である。図１１～図１３では、ＨＥＭＳ２
００と情報機器３００との間の通信がＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ方式で行われるケースに
ついて例示する。
【００９８】
　第１に、操作装置５００Ａから情報機器３００に操作指示が送信されるケース（直接操
作）について、図１１を参照しながら説明する。
【００９９】
　図１１に示すように、ステップ１０において、操作装置５００Ａは、情報機器３００に
対する操作指示を情報機器３００に送信する。
【０１００】
　ステップ２０において、情報機器３００は、情報機器３００に対する操作指示の経路種
別を示す変数（すなわち、直接操作を示す変数）をセットする。すなわち、情報機器３０
０は、格納部３３０に格納された変数を変更する。情報機器３００は、操作指示に対応す
る動作を実行する。
【０１０１】
　ステップ３０において、情報機器３００は、変更後の変数を示す操作経路識別子を含む
ＩＮＦＯコマンドをＨＥＭＳ２００に送信する（図１０を参照）。
【０１０２】
　第２に、操作装置５００Ｂから情報機器３００に操作指示が送信されるケース（需要家
内操作／間接操作）について、図１２を参照しながら説明する。
【０１０３】
　図１２に示すように、ステップ１１０及びステップ１２０において、操作装置５００Ｂ
は、ルータ４００を経由して、情報機器３００に対する操作指示をＨＥＭＳ２００に送信
する。
【０１０４】
　ステップ１３０において、ＨＥＭＳ２００は、情報機器３００に対する操作指示の経路
種別を判定する。具体的には、ＨＥＭＳ２００は、サーバ６００を操作指示が経由してい
ないため、経路種別が需要家内操作であると判定する。
【０１０５】
　ステップ１４０及びステップ１５０において、ＨＥＭＳ２００は、ルータ４００を経由
して、情報機器３００に対する操作指示を情報機器３００に送信する。具体的には、ＨＥ
ＭＳ２００は、情報機器３００に対する操作指示を含むＳＥＴコマンド（第１フォーマッ
ト）を情報機器３００に送信する（図６又は図７を参照）。
【０１０６】
　ステップ１６０において、情報機器３００は、情報機器３００に対する操作指示の経路
種別を示す変数（すなわち、需要家内操作を示す変数）をセットする。すなわち、情報機
器３００は、格納部３３０に格納された変数を変更する。情報機器３００は、操作指示に
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対応する動作を実行する。
【０１０７】
　ステップ１７０において、情報機器３００は、ＳＥＴコマンド（第１フォーマット）に
含まれる操作指示の経路種別を示す操作経路識別子を含むＳＥＴ応答コマンドをＨＥＭＳ
２００に送信する（図８を参照）。
【０１０８】
　第３に、操作装置５００Ｃから情報機器３００に操作指示が送信されるケース（需要家
外操作）について、図１３を参照しながら説明する。
【０１０９】
　図１３に示すように、ステップ２１０Ａ及びステップ２１０Ｂにおいて、ＨＥＭＳ２０
０は、ルータ４００を経由して、操作指示などの問合せをサーバ６００に送信する。ＨＥ
ＭＳ２００は、操作指示などの問合せ定期的に実行することに留意すべきである。
【０１１０】
　ステップ２２０において、操作装置５００Ｃは、情報機器３００に対する操作指示をサ
ーバ６００に送信する。
【０１１１】
　ステップ２３０及びステップ２４０において、サーバ６００は、ＨＥＭＳ２００から受
信する問合せに応じて、ルータ４００を経由して、情報機器３００に対する操作指示をＨ
ＥＭＳ２００に送信する。
【０１１２】
　ステップ２５０において、ＨＥＭＳ２００は、情報機器３００に対する操作指示の経路
種別を判定する。具体的には、ＨＥＭＳ２００は、サーバ６００を操作指示が経由してい
るため、経路種別が需要家外操作であると判定する。
【０１１３】
　ステップ２６０及びステップ２７０において、ＨＥＭＳ２００は、ルータ４００を経由
して、情報機器３００に対する操作指示を情報機器３００に送信する。具体的には、ＨＥ
ＭＳ２００は、情報機器３００に対する操作指示を含むＳＥＴコマンド（第２フォーマッ
ト）を情報機器３００に送信する（図６又は図７を参照）。
【０１１４】
　ステップ２８０において、情報機器３００は、情報機器３００に対する操作指示の経路
種別を示す変数（すなわち、需要家外操作を示す変数）をセットする。すなわち、情報機
器３００は、格納部３３０に格納された変数を変更する。情報機器３００は、操作指示に
対応する動作を実行する。
【０１１５】
　ステップ２９０において、情報機器３００は、ＳＥＴコマンド（第２フォーマット）に
含まれる操作指示の経路種別を示す操作経路識別子を含むＳＥＴ応答コマンドをＨＥＭＳ
２００に送信する（図８を参照）。
【０１１６】
　ここで、図１１～図１３に示すシーケンス図では説明していないが、情報機器３００は
、ＧＥＴコマンドの受信に応じて、ＧＥＴコマンドの受信前に受け付けた操作指示の経路
種別を示す操作経路識別子を含むＧＥＴ応答コマンドをＨＥＭＳ２００に送信してもよい
（図９を参照）。
【０１１７】
　以上説明したように、ＨＥＭＳ２００は、操作指示が需要家１０外に設けられるサーバ
６００を経由するか否かにより、操作指示の経路種別を判定する。これによって、ＨＥＭ
Ｓ２００は、情報機器３００に対する操作指示がどのような経路で行われたのかを把握し
て、情報機器３００を制御することが可能である。従って、安全面等の問題を配慮しなが
ら、情報機器３００の遠隔操作を行うことができる。
【０１１８】
　［その他の実施形態］
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　本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は
、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な
代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【０１１９】
　実施形態では、ＨＥＭＳ２００と情報機器３００との間の通信がＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉ
ｔｅ方式で行われるケースについて主として説明した。しかしながら、実施形態は、これ
に限定されるものではない。ＨＥＭＳ２００と情報機器３００との間の通信は、他の通信
プロトコルに準拠していてもよい。
【０１２０】
　実施形態では、操作指示の経路種別として、需要家内操作（直接操作）、需要家内操作
（間接操作）、需要家外操作の３種類を例示した。しかしながら、実施形態は、これに限
定されるものではない。操作指示の経路種別は、需要家内操作及び需要家外操作の２種類
であってもよい。或いは、操作指示の経路種別は、直接操作及び直接操作以外の操作であ
ってもよい。
【０１２１】
　実施形態では、情報機器３００は、操作指示を含むメッセージのフィーマットの違いに
応じて、需要家内操作及び需要家外操作を特定する。しかしながら、実施形態は、これに
限定されるものではない。情報機器３００は、送信元ＩＰアドレスの確認等によって、需
要家内操作及び需要家外操作を特定してもよい。
【０１２２】
　実施形態では、情報機器３００に対する操作指示の経路種別を示す情報の名称として、
「操作経路特定情報」及び「操作経路識別子」を用いたが、実施形態は、これに限定され
るものではない。例えば、ＳＥＴコマンド、ＳＥＴ応答コマンド、ＧＥＴ応答コマンド、
ＩＮＦＯコマンドは、情報機器３００に対する操作指示の経路種別を示す情報を含んでい
ればよく、各メッセージに含まれる情報（経路種別を示す情報）のフォーマットは互いに
異なっていてもよい。
【０１２３】
　実施形態では、制御装置がＨＥＭＳ２００であるケースを例示した。しかしながら、実
施形態は、これに限定されるものではない。制御装置は、ＣＥＭＳ２０に設けられていて
もよく、スマートサーバ４０に設けられていてもよい。或いは、制御装置は、ＢＥＭＳ（
Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）に設けられて
いてもよく、ＦＥＭＳ（Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）に設けられていてもよく、ＳＥＭＳ（Ｓｔｏｒｅ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）に設けられていてもよい。
【０１２４】
　実施形態では、需要家１０は、負荷１２０、ＰＶユニット１３０、蓄電池ユニット１４
０、燃料電池ユニット１５０及び貯湯ユニット１６０を有する。しかしながら、需要家１
０は、負荷１２０、ＰＶユニット１３０、蓄電池ユニット１４０、燃料電池ユニット１５
０及び貯湯ユニット１６０のいずれかを有していればよい。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０…需要家、２０…ＣＥＭＳ、３０…変電所、３１…配電線、４０…スマートサーバ
、５０…発電所、５１…送電線、６０…広域ネットワーク、７０…狭域ネットワーク、１
００…エネルギー管理システム、１１０…分電盤、１２０…負荷、１３０…ＰＶユニット
、１３１…ＰＶ、１３２…ＰＣＳ、１４０…蓄電池ユニット、１４１…蓄電池、１４２…
ＰＣＳ、１５０…燃料電池ユニット、１５１…燃料電池、１５２…ＰＣＳ、１６０…貯湯
ユニット、２００…ＨＥＭＳ、２１０…受信部、２２０…送信部、２３０……制御部、３
００…情報機器、３１０…受信部、３２０…送信部、３３０…格納部、３４０……制御部
、４００…ルータ、５００…操作装置、６００…サーバ
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